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ま　え　が　き

2020年から続く新型コロナウイルス感染症の流行は、第7波の到来により過去最悪

の感染者数を記録したものの、10月には落ち着きを取り戻し、入国制限も緩和されま

した。しかし、依然続くウクライナ情勢等の影響により原油・原材料価格の高騰、部材

調達難や物流の混乱といった世界的な供給制約が高まり、更に11月より新規感染者数

の増加傾向が続き第8波が始まり、中小企業・小規模事業者を取り巻く環境は危機的な

状況にあります。

このような厳しい状況の中で、昨年と同様に令和4年10月1日から最低賃金が大幅に

引き上げられるとともに、令和5年4月1日からは中小企業においても、月60時間を超

える時間外労働の割増賃金率が引上げられることとなりました。また、令和4年10月

1日より男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度が施行される等、

雇用情勢を巡る状況は目まぐるしく変化しており、中小企業・小規模事業者においても

その対応を迫られています。

本調査は、中小企業における労働事情を的確に把握し、適切な労働対策を樹立するこ

とを目的として、毎年全国一斉に実施しています。

この調査結果が労働事情の理解の一助となり、今後の中小企業の皆様方のために寄与

できれば幸いです。

本調査の実施にあたりまして、ご協力いただきました会員組合並びに関係者の皆様方

に、深く感謝申しあげます。

　令和５年１月

 三重県中小企業団体中央会　
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Ⅰ．調査のあらましⅠ．調査のあらまし

１．調 査 目 的　　�この調査は、三重県内の中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な中小企

業対策の樹立と労働支援方針の策定に資することを目的とする。

２．調 査 機 関　　三重県中小企業団体中央会

３．調 査 時 点　　令和４年７月１日

４．調査対象産業　　１）製造業� ①食料品製造業　②繊維工業　③木材・木製品製造業

� � � � � ④印刷・同関連業　⑤窯業・土石製品製造業　⑥化学工業

� � � � � ⑦金属・同製品製造業　⑧機械器具製造業

� � � � � ⑨その他の製造業

　　　　　　　　　　２）非製造業� ①情報通信業　②運輸業　③建設業　④卸売業　⑤小売業

� � � � � ⑥サービス業

５．調査対象事業所数　　�調査対象事業所数は、従業員規模300人未満の民営事業所（農業、水産業を除く）

1,000事業所（製造業500事業所、非製造業500事業所）。

６．主な調査内容　　１）経営について　　　　　　　　　　２）従業員の労働時間について

　　　　　　　　　　３）従業員の有給休暇について　　　　４）従業員の採用について

　　　　　　　　　　５）育児・介護休業制度について　　　６）人材育成と教育訓練について

　　　　　　　　　　７）販売価格への転嫁の状況について　８）賃金改定について

７．調 査 方 法　　�本会において、全国中小企業団体中央会が作成した「中小企業労働事情実態調査票」

を調査対象事業所に組合を通じて配布し、回答を求めた。

　　　　　　　　　＊「中小企業労働事情実態調査票」様式については巻末の「調査票」参照　

　　　　　　　　

８．調査回答状況　　有効回答数：　　507事業所　　回答率　50.7％

　　　　　　　　　　製　造　業：　　218事業所　　回答率　43.6％

　　　　　　　　　　非�製�造�業：　　289事業所　　回答率　57.8％

　

９．備　　　考　　１）�この調査は毎年行っているものであるが、事業所の所属組合等へ送付している

ため、回答事業所は一定していない。したがって、厳密な時系列比較はできな

い。

　　　　　　　　　　２）�調査項目によっては、複数回答の項目があり、また、小数点以下を四捨五入し

ているため、合計が100にならない場合がある。

　　　　　　　　　　３）�回答事業所数の少ない業種については、業種別の調査結果から除外している場

合がある。
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Ⅱ．回答事業所の概要Ⅱ．回答事業所の概要

１．労働組合の有無
労働組合の組織率は、7.1％で、全国（7.1％）と同程度の組織率となっている。前年度（7.3％）と

比べると、0.2ポイント低くなっている。

２．常用労働者数
回答事業所の常用労働者総数は14,386人、このうち男性は10,502人（73.0％）、女性は3,884人

（27.0％）である。1事業所あたりの平均常用労働者数は28.4人であった。女性常用労働者の占める比

率は30.9％で全国（31.8％）と比べると0.9ポイント低く、前年度（29.4％）と比べると1.5ポイント

高くなっている。

３．従業員の正社員比率
正社員比率をみると、「正社員」が72.8％（男性80.2％、女性53.6％）と、全国の75.4％（男性

84.2％、女性55.9％）と比べると2.6ポイント低い（男性4.0ポイント、女性2.3ポイント低い）。ま

た、前年度（70.1％）と比べると、2.7ポイント高くなっている。

４．パートタイム平均雇用比率
パートタイム労働者の平均雇用比率をみると、16.5％で全国（14.6％）と比べると1.9ポイント高

い。前年度（18.9％）と比べると2.4ポイント低くなっており、正社員比率が若干上がり、パートタ

イム労働者比率は下がっている結果となった。

※�パートタイム平均雇用比率･･･雇用全体［正社員・パートタイマー・派遣・アルバイト他］

におけるパートタイム労働者の平均比率

表１　回答事業所数の概要（業種別・規模別）

区　　　分
回答

事業所数
合計

事業所
構成比
（％）

常用
労働者数
（人）

平均常用
労働者数
（人）

男性常用
労働者数
（人）

女性常用
労働者数
（人）

女性常用
労働者比率
（％）

正社員
比率

（％）

男性正社員
比率
（％）

女性正社員
比率
（％）

パートタイム
平均雇用比率

（％）

労働組合
組織率
（％）

全　　　国 18,811 － 595,165 31.6 415,886 179,279 31.8 75.4 84.2 55.9 14.8 7.1

三重県　計 507 100.0 14,386 28.4 10,502 3,884 30.9 72.8 80.2 53.6 16.5 7.1

製
　
　
造

　
　
業

製造業　計 218 43.0 6,113 28.0 4,070 2,043 34.5 70.3 79.4 51.4 19.9 7.8

　食料品 32 6.3 864 27.0 452 412 55.5 52.3 69.7 33.8 47.9 9.4

　繊維工業 15 3.0 269 17.9 74 195 70.2 82.2 89.2 79.6 19.8 13.3

　木材・木製品 23 4.5 411 17.9 337 74 18.0 87.1 89.0 78.4 11.3 －

　印刷・同関連 4 0.8 49 12.3 29 20 32.7 71.7 87.1 50.0 37.5 －

　窯業・土石 45 8.9 836 18.6 621 215 27.0 75.8 79.9 62.8 17.1 2.2

　化学工業 7 1.4 441 63.0 224 217 33.0 62.4 86.0 38.8 12.5 14.3

　金属・同製品 47 9.3 1,538 32.7 1,142 396 28.4 70.5 75.8 54.9 13.4 14.9

　機械器具 27 5.3 1,227 45.4 890 337 25.9 71.4 79.1 50.1 12.9 7.4

　その他製造業 18 3.6 478 26.6 301 177 37.3 74.6 90.1 48.4 14.6 5.6

非  

製  

造  

業

非製造業　計 289 57.0 8,273 28.6 6,432 1,841 28.2 74.8 80.7 55.9 13.9 6.6

　情報通信業 3 0.6 370 123.3 269 101 26.1 95.5 96.0 94.1 0.1 33.3

　運輸業 44 8.7 2,334 53.1 2,000 334 11.9 86.1 89.8 66.3 6.5 9.1

　建設業 110 21.7 2,053 18.7 1,703 350 21.2 89.1 91.1 79.7 5.8 4.5

　卸売業 45 8.9 1,388 30.8 1,055 333 34.0 77.3 79.7 69.7 15.6 2.2

　小売業 47 9.3 962 20.5 645 317 51.5 47.2 54.5 33.9 28.3 8.5

　サービス業 40 7.9 1,166 29.2 760 406 32.0 47.6 57.6 30.5 26.9 10.0

規 

模 

別

　1 ～ 9 人 202 39.8 906 4.5 610 296 35.8 76.2 84.0 60.5 17.2 5.4

　10 ～ 29 人 166 32.7 2,850 17.2 2,027 823 29.4 76.2 85.8 53.9 17.3 1.8

　30 ～ 99 人 113 22.3 6,227 55.1 4,655 1,572 25.7 77.7 83.9 60.3 14.2 13.3

　100 ～ 300 人 26 5.1 4,403 169.4 3,210 1,193 25.9 64.5 72.4 44.1 16.9 26.9
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Ⅲ．調査結果の概要Ⅲ．調査結果の概要

１．経営について

（１）現在の経営状況［図1］、［表2］

現在の経営状況については、「悪い」が35.3％（前年度39.7％、前々年度62.8％）、「良い」が17.9％

（前年度13.2％、前々年度5.7％）、「変わらない」が46.8％（前年度47.1％、前々年度31.6％）となっ

ている。「悪い」とするのは前年度に比べ4.4ポイント減少し、全国平均（35.5％）と比べて0.2ポイ

ント低い。「良い」とするのは前年度に比べ4.7ポイント上昇し、「変わらない」が0.3ポイント減少し

た。業種別にみると、製造業・非製造業ともに「変わらない」という回答が多い。回答事業所数の少

ない情報通信業を除けば、全ての業種では「変わらない」が多数を占めており、令和３年と比較する

と経営状況は回復傾向にある。

（２）主要事業の今後の方針［図2］、［表3］

主要事業の今後の方針については、「現状維持」とするのが最も多く64.1％（前年度65.2％、前々

年度67.9％）、次いで「強化拡大」が30.1％（前年度28.7％、前々年度23.7％）、「縮小又は廃止」は

5.0％（前年度5.1％、前々年度7.6％）を示しており、ほぼ横ばいであるが多少の改善がみられる。

業種別にみると、回答事業所数の少ない「印刷・同関連業」、「化学工業」、「情報通信業」を除くと、

「強化拡大」の比率が高いのは製造業では「食料品製造業」が44.8％、非製造業では「卸売業」が40.0％

と最も高い。一方で、「卸売業」は非製造業の中で最も「縮小・廃止」の割合が高い。また、製造業の

「繊維工業」では「縮小・廃止」が21.4％と「強化拡大」の14.3％を上回る高い割合になっている。

表２　経営状況（業種別）　　　　(%)

区　　分 良い 変わらない 悪い

全　国　計 17.2 47.3 35.5

三重県　計 17.9 46.8 35.3

製
　
　
造
　
　
業

製造業　計 22.6 42.4 35.0

　食料品 25.8 35.5 38.7

　繊維工業 13.3 46.7 40.0

　木材・木製品 17.4 56.5 26.1

　印刷・同関連 25.0 - 75.0

　窯業・土石 17.8 42.2 40.0

　化学工業 28.6 57.1 14.3

　金属・同製品 29.8 36.2 34.0

　機械器具 29.6 44.4 25.9

　その他製造業 11.1 50.0 38.9

非  

製  

造  

業

非製造業　計 14.4 50.2 35.4

　情報通信業 66.7 33.3 -

　運輸業 9.1 40.9 50.0

　建設業 13.0 57.4 29.6

　卸売業 17.8 40.0 42.2

　小売業 12.8 46.8 40.4

　サービス業 18.4 57.9 23.7

5.7 
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図１　経営状況

表３　主要事業の今後の方針（業種別）　�(%)

区　　　分 強化拡大 現状維持 縮小・廃止 その他
全　国　計 30.2 64.2 5.1 0.5

三重県　計 30.1 64.1 5.0 0.8

製
　
　
造
　
　
業

製造業　計 31.0 63.8 4.3 0.9

　食料品 44.8 44.8 3.4 6.9

　繊維工業 14.3 64.3 21.4 －

　木材・木製品 30.4 60.9 8.7 －

　印刷・同関連 25.0 75.0 － －

　窯業・土石 33.3 64.4 2.2 －

　化学工業 28.6 71.4 － －

　金属・同製品 26.1 73.9 － －

　機械器具 33.3 59.3 7.4 －

　その他製造業 27.8 72.2 － －

非  

製  

造  

業

非製造業　計 29.5 64.2 5.7 0.7

　情報通信業 100.0 － － －

　運輸業 34.9 65.1 － －

　建設業 23.4 73.8 2.8 －

　卸売業 40.0 46.7 13.3 －

　小売業 21.3 63.8 12.7 2.1

　サービス業 32.5 62.5 2.5 2.5

0 20 40 60 80

その他

縮小・廃止

現状維持

強化拡大

令和４年 令和３年 令和２年

0.7 

7.6 

67.9 

23.7 

0.9 

5.1 

65.2 

28.7 

0.8 

5.0 

64.1 

30.1 

(％)

図２　主要事業の今後の方針
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（３）経営上の障害（3項目以内複数回答）［図3］、［表4］

経営上の障害については、最も多く選択されたのは「光熱費・原材料・仕入品の高騰」が56.9％、

次いで「人材不足（質の不足）」46.5％であった。昨年度から続く人材不足の状況に加え、「光熱費・

原材料・仕入品の高騰」が前年度（前年項目名「原材料・仕入品の高騰」）と比べると22.5ポイント

上昇しており、業種別に見ると「金属、同製品製造業」では80.9％にも上る。
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表 4　経営上の障害（業種別・規模別）　　　　　　　　　　　　　　　　　�(%)

区　　　分
労働力不足

（量の不足）
人材不足

（質の不足）
労働力
の過剰

人件費
の増大

販売不振・
受注の減少

製品開発
力・販売
力の不足

同業他社と
の競争激化

光熱費・原
材料・仕入
品の高騰

製品価格
（販売価格）

の下落

納期・単価
等の取引条
件の厳しさ

金融・
資金繰り難

環境規制
の強化

全　　　国 35.8 47.8 1.3 16.7 32.3 7.8 17.7 55.4 3.0 13.1 5.9 3.1

三重県　計 34.5 46.5 1.2 14.4 30.1 6.8 19.6 56.9 3.6 12.2 3.8 5.0

製
　
　
造

　
　
業

製造業　計 28.4 42.8 0.5 12.6 34.0 8.4 10.7 69.3 5.6 11.6 4.7 5.6

　食料品 22.6 25.8 3.2 29.0 38.7 12.9 6.5 67.7 9.7 3.2 3.2 9.7

　繊維工業 40.0 40.0 － 20.0 33.3 6.7 6.7 46.7 13.3 13.3 6.7 6.7

　木材・木製品 30.4 39.1 － 8.7 17.4 13.0 17.4 56.5 8.7 13.0 8.7 －

　印刷・同関連 50.0 － － 50.0 50.0 － 25.0 50.0 25.0 － － －

　窯業・土石 41.9 51.2 － 7.0 7.2 9.3 14.0 67.4 4.7 11.6 2.3 4.7

　化学工業 14.3 57.1 － － 14.3 14.3 － 57.1 － 42.9 14.3 －

　金属・同製品 27.7 51.1 － 8.5 23.4 4.3 2.1 80.9 － 14.9 6.4 8.5

　機械器具 18.5 48.1 － 7.4 37.0 11.1 7.4 77.8 7.4 11.1 － 3.7

　その他製造業 11.1 33.3 － 11.1 66.7 － 33.3 77.8 － 5.6 5.6 5.6

非  

製  

造  

業

非製造業　計 39.1 49.3 1.8 15.8 27.1 5.6 26.4 47.5 2.1 12.7 3.2 4.6

　情報通信業 33.3 66.7 － － － 100.0 33.3 － － － － －

　運輸業 52.4 45.2 － 23.8 23.8 2.4 4.8 64.3 － 11.9 － 11.9

　建設業 47.3 59.1 1.8 10.0 18.2 2.7 30.0 42.7 0.9 18.2 1.8 1.8

　卸売業 31.1 40.0 2.2 20.0 35.6 4.4 35.6 62.2 4.4 11.1 6.7 6.7

　小売業 20.0 33.3 2.2 15.6 46.7 8.9 28.9 46.7 4.4 8.9 4.4 2.2

　サービス業 33.3 53.8 2.6 20.5 25.6 7.7 25.6 30.8 2.6 5.1 5.1 5.1

規 

模 

別

　1 ～ 9 人 30.2 33.2 1.0 12.6 39.2 7.5 17.1 50.3 5.0 13.1 7.0 4.0

　10 ～ 29 人 33.9 52.1 1.8 17.6 26.7 7.9 19.4 58.8 3.0 12.7 2.4 3.6

　30 ～ 99 人 43.6 59.1 0.9 10.0 20.9 3.6 21.8 64.5 2.7 12.7 0.9 8.2

　100 ～ 300 人 32.0 60.0 － 28.0 20.0 8.0 32.0 64.0 － － － 8.0

図３　経営上の障害
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（４）経営上の強み（3項目以内複数回答）［図4］、［表5］

経営上の強みについては、「技術力・製品開発力」が28.5％（前年度23.2％）と最も多く選択され、

次いで「顧客への納品・サービスの速さ」が27.1％（前年度27.5％）となり、「組織の機動力・柔軟

性」が25.9％（前年度28.8％）で続いた。

なお、経営状況が良いと回答した事業所のみでみると、第１位は「製品・サービスの独自性」が

35.6％、次いで、「技術力・製品開発力」並びに「製品の品質・精度の高さ」が同率で32.2％となっ

ている。

28.4 

20.8 

9.6 

14.0 

9.3 

31.2 

23.6 

8.5 

10.6 

16.3 

23.6 

20.2 

28.8 

20.6 

15.5 

13.1 

9.2 

27.5 

21.3 

7.5 

8.4 

14.6 

23.2 

21.9 

25.9 

17.7 

13.6 

12.8 

7.7 

27.1 

23.8 

6.1 

8.6 

13.2 

28.5 

23.6 

0 5 10 15 20 25 30 35

組織の機動力・柔軟性

商品・サービスの質の高さ

優秀な仕入先・外注先

財務体質の強さ・資金調達力

企業・製品のブランド力

顧客への納品・サービスの速さ

製品の品質・精度の高さ

製品・サービスの企画力・提案力

営業力・マーケティング力

生産技術・生産管理能力

技術力・製品開発力

製品・サービスの独自性

令和４年

令和３年

令和２年

(％)

表５　経営上の強み（順位表）

順位 三重県全体 製造業 非製造業
経営状況が良いと

回答した事業所のみ

1
技術力・
製品開発力

28.5%
製品の品質・
精度の高さ

42.0%
組織の機動力・
柔軟性

33.7%
製品・サービスの
独自性

35.6%

2
顧客への納品・
サービスの速さ

27.1%
技術力・
製品開発力

32.1%
顧客への納品・
サービスの速さ

28.0%
* 技術力・
製品開発力

32.2%

3
組織の機動力・
柔軟性

25.9%
製品・
サービスの独自性

26.4%
技術力・
製品開発力

25.8%
* 製品の品質・
精度の高さ

32.2%

* ２位、３位は同率であった

図４　経営上の強み
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２．従業員（パートタイマーなど短時間労働者を除く）の労働時間について

（１）従業員1人あたりの週所定労働時間

　　�（始業から終業までの時間から昼休み等の休憩時間を除いた時間）［図5］

従業員1人あたりの週所定労働時

間については、「40時間」が最も多く

51.2％（製造業51.2％、非製造業

51.2％）、次いで「38時間超40時間

未満」が26.4％（製造業26.5％、非

製造業26.3％）であった。「40時間超

44時間以下」は8.1％（製造業6.0％、

非製造業9.6％）で、「38時間以下」は

14.3％（製造業16.3％、非製造業

12.8％）となり、週所定労働時間は非

製造業より製造業の方が短いところが

多かった。

（２）従業員1人あたりの月平均残業時間［図6］、［表6］

1人あたりの月平均残業時間については、「10時間未満」が最も多く28.3％（製造業33.3％、非製

造業24.4％）、次いで「0時間（残業なし）」が25.8％（製造業26.7％、非製造業25.1％）、「10～20

時間未満」が22.7％（製造業24.3％、非製造業21.4％）となっており、月平均残業時間の平均値は

11.79時間（製造業9.54時間、非製造業13.54時間）で、全国（10.52時間）より1.27時間多かった。

前年度（11.69時間）と比較すると0.1時間の増加であった。

業種別にみると、月平均残業時間が多い業種は、回答事業所数の少ない「印刷・同関連業」、「化学

工業」、「情報通信業」を除くと、製造業では「金属・同製品製造業」が12.16時間（前年度14.22時

間）、非製造業では「運輸業」が32.80時間（前年度33.40時間）となっており、月平均残業時間は、

全体では前年度より増加し、「運輸業」の残業時間が多かった。

表６　月平均残業時間（平均値）

（単位：時間）

令和 4 年 令和 3 年

全　　　国 10.52 9.95

三重県　計 11.79 11.69

製
　
　
造
　
　
業

製造業　計 9.54 9.06

　食料品 11.47 9.39

　繊維工業 6.62 4.57

　木材・木製品 6.27 6.22

　印刷・同関連 3.33 3.00

　窯業・土石 6.61 5.64

　化学工業 12.00 10.17

　金属・同製品 12.16 14.22

　機械器具 11.63 9.87

　その他製造業 9.89 11.19

非  

製  

造  

業

非製造業　計 13.54 13.96

　情報通信業 13.67 15.50

　運輸業 32.80 33.40

　建設業 12.70 13.55

　卸売業 9.14 8.24

　小売業 7.39 8.57

　サービス業 7.24 7.02

26.0

25.1

26.7

25.8

29.6

24.4

33.3

28.3

23.2

21.4

24.3

22.7

12.5

14.0

9.5

12.1

7.3

10.7

5.2

8.3

1.3

4.4

1.0

2.9

0（%） 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全国

非製造業

製造業

三重県

0時間 10時間未満 10～20時間未満 20～30時間未満 30～50時間未満 50時間以上

15.8

12.8

16.3

14.3

26.7

26.3

26.5

26.4

49.1

51.2

51.2

51.2

8.4

9.6

6.0

8.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）

全国

非製造業

製造業

三重県

38時間以下 38時間超40時間未満 40時間 40時間超44時間以下

図６　月平均残業時間

図５　週所定労働時間
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３．従業員の有給休暇について［図7］、［表7］

（１）従業員1人あたりの年次有給休暇の平均付与日数・平均取得日数

従業員1人あたりの年次有給休暇の平均付与日数については、「15～20日未満」が47.4％（前年度

42.3％）と最も多く、次いで「10～15日未満」が22.1％（前年度23.5％）、「20～25日未満」が18.8％

（前年度19.9％）となっている。平均付与日数の平均値は15.6日（前年度15.6日、全国15.9日）で

あった。

また、平均取得日数については、「5～10日未満」が45.7％（前年度50.7％）と最も多く、次いで

「10～15日未満」が33.1％（前年度32.5％）、「5日未満」が9.8％（前年度7.1％）となっている。平

均取得日数の平均値は、8.9日（前年度8.8日、全国8.8日）となっており、前年度からほぼ横ばいと

なっている。

（２）従業員1人あたりの年次有給休暇の平均取得率

従業員1人あたりの年次有給休暇の平均取得率については、「50～70％未満」が33.3％（前年度

30.1％）と最も高く、次いで、「70～100％」が33.1％（前年度34.3％）、「30～50％未満」が24.3％

（前年度26.1％）となっている。また、平均取得率の平均値は59.1％で、全国（58.9％）と比べると

0.2ポイント高い。前年度（60.1％）と比較すると1.0ポイント低い結果となった。従業員規模別にみ

ると、「100～300人」の規模が63.7％と最も高く、業種別にみると、「製造業」（59.9％）が「非製造

業」（58.6％）よりも1.3ポイント高い結果となった。

図 7　年次有給休暇の取得状況

表 7　年次有給休暇の平均付与日数・平均取得日数・平均取得率

年次有給休暇の平均付与日数 年次有給休暇の平均取得日数 年次有給休暇の平均取得率

（単位：日） （単位：日） （単位：％）

全　　　国 15.9 全　　　国 8.8 全　　　国 58.9

三重県　計 15.6 三重県　計 8.9 三重県　計 59.1

従
業
員
規
模
別

　　1 ～ 9 人 14.8
従
業
員
規
模
別

1 ～ 9 人 8.9
従
業
員
規
模
別

1 ～ 9 人 63.3

10 ～ 29 人 15.7 10 ～ 29 人 8.5 10 ～ 29 人 56.6

30 ～ 99 人 16.6 30 ～ 99 人 9.2 30 ～ 99 人 55.8

100 ～ 300 人 15.6 100 ～ 300 人 9.7 100 ～ 300 人 63.7

業
種
別

製造業　計 15.6 業
種
別

製造業　計 9.2 業
種
別

製造業　計 59.9

非製造業計 15.6 非製造業計 8.7 非製造業計 58.6

年次有給休暇の平均付与日数 年次有給休暇の平均取得日数 年次有給休暇の平均取得率

10日未満

8.8%

10～15日
未満

22.1%

三重県 三重県 三重県

15～20日
未満

47.4%

20～25日
未満

18.8%

25日以上

2.9%
5日未満

9.8%

10～15日
未満

33.1%

15～20日
未満
8.3%

20日以上

3.1%
10～20%未満

1.9 %

20～30%
未満
5.5%

30～50%
未満

24.3%

70～100%  
33.1%

5～10日

45.7%
未満

50～70%
未満

33.3%

10%未満
1.9%
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４．従業員の採用について

（１）新規学卒者（令和4年3月卒）の採用充足状況について［表8］

新規学卒者（令和４年3月卒）の採用予定人数に対する実際の採用人数の充足率は、「高校卒・全

体」が72.7％（前年度66.2％、全国75.7％）、「大学卒・全体」が76.9％（前年度80.0％、全国85.2％）

で、平均採用人数は「高校卒・全体」が1.9人（前年度1.9人、全国1.8人）、「大学卒・全体」が1.5

人（前年度1.8人、全国2.1人）の結果となり、前年度の調査と比較すると、充足率は「高校卒・全

体」で6.5ポイント高くなり、「大学卒・全体」で3.1ポイント低くなった。平均採用人数は前年度よ

り「高校卒」で横ばい、「大学卒」で減少している。

なお、技術系の充足率は「高校卒」が70.8％（全国74.1％）、「大学卒」が73.3％（全国83.3％）に

対して、事務系は、「高校卒」が85.7％（全国83.8％）、「大学卒」が81.8％（全国88.6％）の結果と

なった。

業種別でみると、製造業ではほとんどの業種が充足率を満たしているが、「窯業・土石業」の「高

校卒」の充足率が57.1％となっている。また、非製造業では「運輸業」の「高校卒」が38.5％と低く、

非製造業では比較的に採用が厳しい状況が伺える。

平均採用人数については規模によらず1名～2名程度の小規模な採用が続いており、そもそも新規

採用を行った事業所数が少ない等、採用人数の抑制傾向がみられた。

表 8　新規学卒者の採用充足状況（業種別・規模別）

区　　　分

高　　校　　卒 大　　学　　卒

全　　　体 技　術　系 事　務　系 全　　　体 技　術　系 事　務　系

事
業
所
数

充
足
率
（
％
）

平
均
採
用
人
数（
人
）

事
業
所
数

充
足
率
（
％
）

平
均
採
用
人
数（
人
）

事
業
所
数

充
足
率
（
％
）

平
均
採
用
人
数（
人
）

事
業
所
数

充
足
率
（
％
）

平
均
採
用
人
数（
人
）

事
業
所
数

充
足
率
（
％
）

平
均
採
用
人
数（
人
）

事
業
所
数

充
足
率
（
％
）

平
均
採
用
人
数（
人
）

全　　　国 1,752 75.7 1.8 1,488 74.1 1.8 368 83.8 1.6 1,126 85.2 2.1 807 83.3 1.8 441 88.6 2.0

三重県　計 41 72.7 1.9 37 70.8 1.8 10 85.7 1.2 26 76.9 1.5 15 73.3 1.4 16 81.8 1.1

製
　
　
造

　
　
業

製造業　計 20 84.1 1.8 19 83.8 1.6 4 85.7 1.5 10 100.0 1.8 6 100.0 1.8 6 100.0 1.1

　食料品 3 100.0 1.3 3 100.0 1.3 － － － 1 100.0 3.0 1 100.0 1.0 1 100.0 2.0

　繊維工業 1 100.0 1.0 1 100.0 1.0 － － － － － － － － － － － －

　木材・木製品 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

　印刷・同関連 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

　窯業・土石 2 57.1 2.0 2 40.0 1.0 1 100.0 2.0 1 100.0 1.0 － － － 1 100.0 1.0

　化学工業 1 100.0 1.0 1 100.0 1.0 － － － 2 100.0 2.0 2 100.0 2.0 － － －

　金属・同製品 6 92.3 2.0 6 90.0 1.5 2 100.0 1.5 2 100.0 1.0 － － － 2 100.0 1.0

　機械器具 4 70.0 1.7 3 75.0 2.0 1 50.0 1.0 3 100.0 1.6 2 100.0 2.0 1 100.0 1.0

　その他製造業 3 100.0 2.6 3 100.0 2.6 － － － 1 100.0 3.0 1 100.0 2.0 1 100.0 1.0

非  

製  

造  

業

非製造業　計 21 65.2 2.0 18 62.7 2.0 6 85.7 1.0 16 64.7 1.3 9 57.9 1.2 10 73.3 1.1

　情報通信業 1 100.0 2.0 1 100.0 2.0 － － － 1 66.7 2.0 1 66.7 2.0 － － －

　運輸業 2 38.5 2.5 2 33.3 2.0 1 100.0 1.0 － － － － － － － － －

　建設業 13 73.2 2.3 12 71.1 2.2 3 100.0 1.0 5 56.3 1.8 5 50.0 1.2 3 75.0 1.0

　卸売業 3 75.0 1.0 2 100.0 1.0 1 50.0 1.0 5 60.0 1.2 1 50.0 1.0 4 62.5 1.2

　小売業 1 40.0 2.0 1 40.0 2.0 － － － 4 100.0 1.0 2 100.0 1.0 2 100.0 1.0

　サービス業 1 100.0 1.0 － － － 1 100.0 1.0 1 100.0 1.0 － － － 1 100.0 1.0

規 

模 

別

　1 ～ 9 人 2 100.0 2.0 1 100.0 1.0 2 100.0 1.5 1 100.0 1.0 － － － 1 100.0 1.0

　10 ～ 29 人 9 88.2 1.6 9 87.5 1.5 1 100.0 1.0 5 100.0 1.4 3 100.0 1.3 3 100.0 1.0

　30 ～ 99 人 21 70.9 1.8 19 70.0 1.8 4 80.0 1.0 15 72.4 1.4 7 64.3 1.2 10 80.0 1.2

　100 ～ 300 人 9 64.7 2.4 8 62.1 2.2 3 80.0 1.3 5 73.3 2.2 5 75.0 1.8 2 66.7 1.0
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（２）新規学卒者の初任給［図8］

新規学卒者の初任給（通勤手当を除いた所定内賃金総額（税込額））について、高校卒が180,697

円（前年度174,930円、全国171,714円）、大学卒が208,196円（前年度202,415円、全国203,307

円）となっている。高校卒は前年度より5,767円高く、全国より8,983円高い。大学卒は、前年度よ

り5,781円高く、全国より4,899円高い。大卒・高卒初任給の平均は共に過去最高額を更新している。

（３）中途採用を行った従業員の年齢層について［図9］

令和3年度に中途採用を行った従業員の年齢層は、三重県では「35～44歳」が39.2%（全国41.2％）

で最多となっている。「25～34歳」の割合は38.2％で、全国の46.8％と比べると8.6ポイント低い。

図 8　新規学卒者の初任給

図 9　中途採用を行った従業員の年齢層

25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 ２年 ３年 ４年

（円）
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199,267

203,740 203,533
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169,148 166,840 

171,603 173,881 
170,141 
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180,697 

192,609 192,437 193,375
196,677

197,346 198,535 199,392 200,918 202,574 203,307

154,777 155,134 156,435 157,956 159,507 160,537
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５．育児・介護休業制度について

（１）育児・介護休業制度を取得した従業員の雇用形態・性別について［図10］

育児・介護休業の取得状況を従業員の雇用形態・性別から見たとき、最も多いのは「育児・介護休

業を取得した従業員はいない」が68.5％（全国63.6％、製造業66.0％、非製造業70.3％）となってい

る。その次に多いのが「育児休業/正社員女性」が23.4％（全国28.5％、製造業28.2％、非製造業

19.9％）となっている。

（２）育児休業・介護休業を取得した従業員の代替要員について［図11］

育児休業・介護休業を取得した従業員がいたときの対応について、「現在の人員で対応した」が

54.2％（全国61.6％、製造業62.7％、非製造業47.3％）となっている。おおよそ半分の事業者が代替

要員を立てずに業務を実施している。

図 10　育児・介護休業制度を取得した従業員の雇用形態・性別

図 11　育児休業・介護休業を取得した従業員の代替要員
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三重県の労働事情　  三重県の労働事情　  

（３）出産時育児休業制度（産後パパ育休）の対象者に対する対応について［図12］

令和4年10月施行の改正育児・介護休業法で新たに創設された「産後パパ育休」について、対象者

への対応状況は、「対象者の把握に努めている」が22.2％（全国24.0％）、「就業規則、労使協定など

現行制度を改正する（した）」が19.9％（全国22.2％）となっている。しかし、「特に実施していない

（予定もない）」が49.4％（全国45.0％）と最多を占めている。

図 12　出産時育児休業制度（産後パパ育休）の対象者に対する対応
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ワンポイントメモ 産後パパ育休制度について

男女とも仕事と育児を両立できるように、育児・介護休業法が改正され、産後パパ育休制度

の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などが施行されました。 

令和４年１０月からの産後パパ育休制度は、従来の育児休業制度とは別に取得可能であり、

子の出生後８週間以内に４週間まで取得可能な育休です。申出期限は原則休業の２週間前まで

で、2 回まで分割取得が可能となっているほか、労使協定を締結している場合に限り、労働者

が合意した範囲で休業中に就業することが可能になっています。 

また、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。 

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 

② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備（相談窓口設置） 

③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 

④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 
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６．人材育成と教育訓練について

（１）従業員に対する教育訓練について［図13］

人材育成のための教育訓練の実施状況について、三重県内では「必要に応じたOJTの実行」が48.6％

（全国50.8％）と最も高く、「自社内での研修会・勉強会の開催」が33.2％（全国36.9％）と続いてい

る。規模別に見たとき、従業員数100人～300人の企業では、84.6％が「必要に応じたOJTの実行」、

69.2％が「自社内での研修会・勉強会の開催」を実施する等、人材育成に積極的だが、1人～9人の企

業では「特に実施していない」が36.2％に上っている。

（２）付加価値や生産性を高めるために行う教育訓練、研修の内容について［図14］

実際にどのような教育訓練、研修が行われているかについては、「各種資格の取得」が71.3％（全

国65.4％）と最も多く、続いて「職階（初任者、中堅社員、管理職）に応じた知識・技能」が47.3％

（全国50.2％）となっている。

図 13　従業員に対する教育訓練（規模別）

図 14　付加価値や生産性を高めるために行う教育訓練、研修の内容
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７．販売価格への転嫁の状況について

（１）原材料費、人件費（賃金等）アップに対する販売価格の転嫁の状況について［表9］、[図15］

「価格の引上げ（転嫁）に成功した」が24.2％（全国24.3％）、「価格引上げの交渉中」が29.1％（全

国27.9％）で全体の半数を占めている。業種別に見たとき、繊維工業では60％が「価格引上げの交渉

中」であり、サービス業の41％が「対応未定」となっているため、業種によっては転嫁がまだ進んで

いない。そして、従業員数が1人～9人の事業者では、25.1％が「対応未定」となっており、小規模

な事業者の価格転嫁対応が不透明な部分もある。

図 15　原材料費、人件費（賃金等）アップに対する販売価格の転嫁の状況
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表 9　原材料費、人件費等の増加による販売・受注価格への転嫁状況　　　　　　　　　　（％）

区　　　分
価格の引上げ
（転嫁）に

成功した

価格引上げ
の交渉中

これから価格
引上げの

交渉を行う

価格を引き
下げた（また
はその予定）

転嫁はして
いない（価格変動

の影響はない）

転嫁は
できなかった

対応未定 その他

全　　　国 24.3 27.9 15.1 0.2 8.9 6.8 14.4 2.3

三重県　計 24.2 29.1 13.6 0.2 5.9 6.9 17.9 2.0

製
　
　
造

　
　
業

製造業　計 28.0 35.0 13.6 0.5 2.3 6.5 11.2 2.8

　食料品 25.8 29.0 22.6 － － 3.2 9.7 9.7

　繊維工業 13.3 60.0 6.7 － － 6.7 13.3 －

　木材・木製品 56.5 8.7 － － 4.3 17.4 13.0 －

　印刷・同関連 33.3 33.3 － － 33.3 － － －

　窯業・土石 31.1 42.2 8.9 － － 8.9 6.7 2.2

　化学工業 42.9 14.3 14.3 － 14.3 － 14.3 －

　金属・同製品 30.4 41.3 17.4 － － 2.2 8.7 －

　機械器具 3.8 34.6 26.9 3.8 － 7.7 23.1 －

　その他製造業 22.2 33.3 5.6 － 11.1 5.6 11.1 11.1

非  

製  

造  

業

非製造業　計 21.3 24.5 13.7 － 8.7 7.2 23.1 1.4

　情報通信業 66.7 － － － 33.3 － － －

　運輸業 15.9 34.1 13.6 － 2.3 9.1 25.0 －

　建設業 14.6 25.2 15.5 － 9.7 8.7 24.3 1.9

　卸売業 34.1 34.1 15.9 － － 9.1 2.3 4.5

　小売業 36.4 9.1 6.8 － 18.2 4.5 25.0 －

　サービス業 10.3 20.5 15.4 － 10.3 2.6 41.0 －

規 

模 

別

　1 ～ 9 人 25.6 20.0 12.3 － 8.7 6.2 25.1 2.1

　10 ～ 29 人 24.4 35.0 15.0 － 4.4 7.5 11.9 1.9

　30 ～ 99 人 20.7 35.1 13.5 0.9 4.5 7.2 16.2 1.8

　100 ～ 300 人 28.0 36.0 16.0 － － 8.0 8.0 4.0
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（２）原材料、人件費、利益を含めた販売価格への転嫁の内容について［図16］

「原材料分の転嫁を行った（行う予定）」が82.1％（全国79.9％）と三重県内で最も高くなっている。

次に高いのは「人件費引上げ分の転嫁を行った（行う予定）」が23.9％（全国23.7％）となっている。

なお、概ね全国と同程度だが、「利益確保分の転嫁を行った（行う予定）」が17.6％と、全国の24.3％

と比べると6.7ポイント低い。

（３）一年前と比較した価格転嫁の状況について［図17］

コストの上昇分を販売価格にどの程度転嫁できたかについて、県内事業者の41.4％が「10％未満」

の価格転嫁を行っている。「10％～30％未満」の37.1％と合算して、おおよそ4分の3の事業者が3

割未満の転嫁率となっている。

図 16　原材料、人件費、利益を含めた販売価格への転嫁の内容

図 17　一年前と比較した価格転嫁の状況
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８．賃金改定について

（１）賃金改定の実施状況について［図18］、［表10］

賃金改定の実施については、調査時点（令和４年7月1日）で「引上げた」が48.8％（前年度42.2％、

全国50.6％）で、賃金を引上げた事業所が前年度よりも6.6ポイント上昇した。「７月以降引上げる予

定」と回答した事業所は9.8％（前年度7.8％、全国11.3％）で、前年度より2.0ポイント上昇した。ま

た、賃金改定を「今年は実施しない（凍結）」が17.6％（前年度25.2％、全国16.6％）で、前年度よ

り7.6ポイント減少した。他方、「引下げた」と回答した事業所は0.4％（前年度0.7％、全国0.4％）、

「7月以降引下げる予定」と回答した事業所は1.2％（前年度0.4％、全国0.6％）となっている。その

結果、前年度と比較して「引上げ」が増加し、持ち直していることが伺える。

業種別にみると、製造業では「引上げた」の回答が54.9％（前年度45.7％）と最も高くなっており、

回答事業所数の少ない「印刷・同関連業」、「化学工業」、「情報通信業」を除くと、「機械器具製造業」

が81.5％（前年度71.0％）の比率で賃金の引上げを行っている。非製造業でも「引上げた」が44.2％

（前年度39.1％）と最も高く、特に「卸売業」の55.6％（前年度57.4％）が高い数値となっている。

図 18　賃金改定の実施状況
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表 10　賃金改定の実施状況（業種別・規模別）　　　　　　　　　　　　(%）

　区　　　分 引上げた 引下げた
今年は実施し
ない（凍結）

7 月以降引
上げる予定

7 月以降引
下げる予定

未定

全　　　国 50.6 0.4 16.6 11.3 0.6 20.5

三重県　計 48.8 0.4 17.6 9.8 1.2 22.2

製
　
　
造

　
　
業

製造業　計 54.9 0.5 17.2 7.9 0.9 18.6

　食料品 37.5 － 31.3 9.4 － 21.9

　繊維工業 40.0 － 20.0 13.3 6.7 20.0

　木材・木製品 50.0 － 13.6 9.1 － 27.3

　印刷・同関連 25.0 － 25.0 25.0 － 25.0

　窯業・土石 48.9 － 20.0 8.9 － 22.2

　化学工業 57.1 － 28.6 － － 14.3

　金属・同製品 66.7 2.2 11.1 6.7 － 13.3

　機械器具 81.5 － 3.7 7.4 － 7.4

　その他製造業 55.6 － 16.7 － 5.6 22.2

非  

製  

造  

業

非製造業　計 44.2 0.4 17.9 11.2 1.4 24.9

　情報通信業 66.7 － － 33.3 － －

　運輸業 34.1 － 20.5 11.4 － 34.1

　建設業 46.4 － 15.5 12.7 2.7 22.7

　卸売業 55.6 － 13.3 13.3 － 17.8

　小売業 38.6 2.3 27.3 4.5 － 27.3

　サービス業 41.0 － 17.9 10.3 2.6 28.2

規 

模 

別

　1 ～ 9 人 36.0 0.5 27.4 7.6 1.5 26.9

　10 ～ 29 人 48.2 0.6 15.2 11.6 1.2 23.2

　30 ～ 99 人 67.3 － 3.5 11.5 0.9 16.8

　100 ～ 300 人 69.2 － 19.2 7.7 － 3.8
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（２）平均昇給額・昇給率（平均昇給・上昇　※加重平均）［図19］、［図20］、［表11］

昇給を行った事業所の平均昇給額は7,382円（前年度6,044円、前々年度6,142円、全国6,882円）、

昇給率は2.71％（前年度2.25％、前々年度2.29％、全国2.68％）となっており、前年度と比較して

1,338円増加した。

［図20］の業種別平均昇給額をみると、回答事業所数の少ない「化学工業」、「情報通信業」を除けば

「運輸業」の昇給額は12,595円で最も高く、前年度（3,626円）より8,969円と大幅に増加している。昇

給額が減少している業種の中では、「卸売業」が4,807円と前年度（6,632円）より1,825円減少している。

また［表11］の改定後の平均賃金をみると、最も高い業種は、製造業では回答事業所数の少ない

「化学工業」を除けば「金属・同製品製造業」の287,678円、非製造業では「建設業」の309,535円

であった。

図 19　平均昇給額と昇給率の推移（平均昇給・上昇）加重平均

図 20　業種別平均昇給額（平均昇給・上昇　加重平均）
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表 11　改定後の平均賃金（平均昇給・上昇）※加重平均

　区　　　分
対象者数 改定前賃金 改定後賃金 昇給額 昇給率 格差

（人） （円） （円） （円） （％） （％）

　 　全　　　国 244,112 256,399 263,281 6,882 2.68 100.0

　　　三重県　計 5,581 272,098 279,480 7,382 2.71 107.3

製
　
　
造

　
　
業

　製造業　計 2,781 268,146 275,180 7,034 2.62 109.8

　　食料品 340 252,090 258,550 6,460 2.56 102.7

　　繊維工業 91 254,985 262,482 7,497 2.94 140.1

　　木材・木製品 200 268,667 276,072 7,405 2.76 97.9

　　印刷・同関連 － － － － － －

　　窯業・土石 464 277,215 284,371 7,156 2.58 109.8

　　化学工業 88 282,244 289,098 6,854 2.43 95.6

　　金属・同製品 751 281,110 287,678 6,568 2.34 98.0

　　機械器具 598 266,355 274,102 7,747 2.91 128.8

　　その他製造業 249 237,779 244,663 6,884 2.90 104.2

非  

製  

造  

業

　非製造業　計 2,800 276,023 283,750 7,727 2.80 102.7

　　情報通信業 334 272,834 277,917 5,083 1.86 62.5

　　運輸業 633 251,741 264,336 12,595 5.00 239.8

　　建設業 712 299,980 309,535 9,555 3.19 106.0

　　卸売業 637 292,028 296,835 4,807 1.65 65.0

　　小売業 402 251,757 255,324 3,567 1.42 58.3

　　サービス業 82 263,068 271,173 8,105 3.08 114.5

規 

模 

別

　　1 ～ 9 人 341 276,550 287,728 11,178 4.04 124.0

　　10 ～ 29 人 827 281,098 289,796 8,698 3.09 106.2

　　30 ～ 99 人 2,448 270,058 277,115 7,057 2.61 102.6

　　100 ～ 300 人 1,965 270,079 276,652 6,573 2.43 107.0

※加重平均　＝
（各事業所の昇給額×対象人数）の総和

常用労働者の総和

ワンポイントメモ

特定（産業別）最低賃金件名 時間額 発効日

三重県電線・ケーブル製造業最低賃金 ９７０円 令和4年12月21日

三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 ９５２円 令和4年12月21日

三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製
造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金

９８７円 令和4年12月21日

三重県内の最低賃金が

更新されました!
９３３円時 間 額

※「三重県最低賃金」は県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。 

  臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や年齢を問いません。 

令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ 日 発 効
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（３）賃金改定の内容と決定要素（複数回答）［図21］、［図22］

賃金改定の内容については、※①「定期昇給」が53.9％（全国56.3％）で最も高く、次いで「基本

給の引上げ（定期昇給制度のない事業所）」が35.4％（全国33.7％）、※②「ベースアップ」が18.2％

（全国17.7％）と続いている。

また、賃金改定の決定要素としては、「労働力の確保・定着」が63.8％（全国59.2％）、次いで「企

業の業績」が53.5％（全国56.4％）と続いており、回答事業所の多くが「労働力の確保・定着」・「企

業の業績」を重視していることが伺える。

※②「ベースアップ」とは、従業員全体の賃金水準を一律に引き上げるもの。

※①「定期昇給」とは、毎年一定の時期に制度として基本給が引き上げられること。

図 21　賃金改定の内容

図 22　賃金改定の決定要素

9.9

13.5

33.7

17.7

56.3

12.5

12.5

35.4

18.2

53.9

0 10 20 30 40 50 60

臨時給与（夏季・年末賞与など）の引上げ

諸手当の改定

基本給の引上げ（定期昇給制度のない事業所）

ベースアップ

定期昇給

三重県

全国

（％）

4.3

2.7

3.6

6.3

15.6

3.3 

19.8

21.6

59.2

24.4 

56.4

2.5

3.9

3.5

7.8

17.0

2.8

24.8

20.2 

63.8

28.4

53.5

0 10 20 30 40 50 60 70

その他

重視した要素はない

燃料費の動向

賃上げムード

前年度の改定実績

親会社または関連会社の改定の動向

労使関係の安定

物価の動向

労働力の確保・定着

世間相場

企業の業績

（％）

三重県

全国



― 19 ―

三重県の労働事情　  三重県の労働事情　  



令和4年度令和4年度

― 20 ―



― 21 ―

三重県の労働事情　  三重県の労働事情　  



令和4年度令和4年度

― 22 ―




